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１．発達障害のある青年・成人に関する就業・生活実態調査　

２．教育から就業への移行実態調査　　　　　　　　　　　　

３．発達障害のある若者の就労支援施設利用状況に関する調査



　この調査は、発達障害のある青年・成人のための就労支援の課題を明らかにすることを目的として、
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の障害者職業総合センターが実施するものです
　発達障害のある方が仕事について自立していくことを考えるとき、解決しなければならない問題が多
くあります。障害のある方が希望の実現をめざしていく際に職場などで当面するさまざまな問題に対処
していくために、また、職場や地域、学校などで「どのような配慮や手助けが必要であるのか」を明ら
かにするために、現在どのような支援を利用しておられるのか、また、どのような支援が必要であるの
か、などを検討する調査を企画しました。
　そこで、18 歳以上の方の「これまでの生活」について、この調査で、保護者やご家族のお立場から
のさまざまなご意見を聞かせていただけるようお願い申し上げます。これまでのお子さまの経歴につい
て、差し支えない範囲でお聞かせいただけますと幸いです。保護者としてお子さまのお気持ちを、また、
ご家族としてご本人さまのお気持ちをおくみとりいただいて、ご記入ください。
　記入していただいた内容につきましては、厳重に秘密を守り、目的以外に使うことはありません。ま
た、データは数値化して量的に処理しますので、個々の情報が開示されることはありません。
　なお、調査のお願い並びに調査票の返送方法等につきましては、別紙「ご依頼」をご参照ください。

　　　　　　　　　　問い合せ先：独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター
　　　　　　　　　　　　所在地：〒 261 千葉市美浜区若葉 3-1-3　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　　望 月　葉 子　043（297）9031（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究員　　向 後　礼 子　043（297）9086（直通）

発達障害のある青年・成人に関する就業・生活実態調査

















































　独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センターでは、「発達障害者の就労支援の

課題に関する研究」を行っています。

　この調査研究の背景には、「発達障害があることでなかなか就職できない」若者や「職業リハビリテ

ーションの支援を選択しない」若者への対応が必要とされているが、関係機関の連携を含め、まだまだ

支援体制が十分整備されているとは言い難い状況があるのではないか、さらには、問題の改善には支援

内容においても支援に要する期間においても課題が大きい状況があるのではないか、という問題意識が

あります。そこで、支援機関を利用して就職を目指す発達障害のある若者の状況に焦点をあてることを

通して、就労支援の課題を整理したいと考えております。

　貴施設を利用した「発達障害」のある若者の現状などについて、ご回答いただきましたデータにつき

ましては、発達障害のある若者の就労支援業務等の資料として整理、提供したいと考えております。

　ご回答いただきました内容は、数値化して量的に処理いたしますので、個々の情報が開示されること

はありません。また、本調査以外の目的に使用することはありませんので、忌憚のないご意見をお聞か

せいただけますようお願いいたします。     

【回答に際してのお願い】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　調査のお願い並びに調査票の返送方法等につきましては、別紙「ご依頼」をご参照ください。

　　　問い合せ先：　独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構　障害者職業総合センター

　　　　　　　　　　所在地：〒 261-0014　千葉市美浜区若葉 3-1-3　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　　望月　葉子　043（297）9031（直通）

　

　　平成 20 年 3 月末日現在の状況によってお答えください

　　平成 20 年 6 月 30 日までにご返送いただきますようお願いいたします。

発達障害のある若者の就労支援施設利用状況に関する調査



Ⅰ ．平成 19 年度（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月）に、①貴施設を利用した者の総数、また、①の内で、

②発達障害のある利用者の数について、障害別・年齢別（18 歳未満か、18 歳以上か）に人数をご記

入ください。障害名が重複する場合には、主たる障害に分類してください。

　 　なお、②については、ア．来所時点で発達障害の診断のあった者の数、イ．発達障害の診断はない

が開示もしくは主訴のあった者の数、ウ．診断も開示も主訴もないが発達障害に対する専門的支援が

必要と判断した者の数について、内訳をご記入ください。なお、ここでいう発達障害とは、発達障害

者支援法が定義する者をさしています。



Ⅱ ．平成 19 年度（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月）に、貴施設を利用した 18 歳以上の発達障害のある
者（Ⅰの②アイウの網掛け分全体）についてうかがいます。

　１ ．利用開始時までの就労経験の有無について、平成 19 年度に就職もしくは復職をした者と就労支
援中の者、就労支援以外の支援対象者にわけて、人数をご記入ください。

　２．就労支援の対象となった発達障害のある利用者（Ⅱの１の網掛け部分）の来所時のニーズについ
て、多い順に第 1 順位から第３順位まで、記号の前の（　）に数字を記入してください。第４順位以降
をご記入いただく場合、複数項目同一順位でも差し支えありません。
　　　　（　　）ａ　就職のための相談など、障害特性を理解するための支援
　　　　（　　）ｂ　適職を探すための支援
　　　　（　　）ｃ　就職するために必要な訓練（作業やコミュニケーション等）
　　　　（　　）ｄ　職場体験や実習、トライアル雇用などの体験的な支援
　　　　（　　）ｅ　ジョブコーチなど適応・定着のための支援
　　　　（　　）ｆ　職場など、周囲の理解を深めるための支援
　　　　（　　）ｇ　障害者手帳取得や知的障害判定など、雇用率制度を利用するための支援
　　　　（　　）ｈ　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．発達障害のある者の円滑な就労への移行に際して、重要であると考えておられる順に、
　　第 1 順位から第３順位まで、記号の前の（　）に数字を記入してください。
　　第４順位以降をご記入いただく場合、複数項目同一順位でも差し支えありません。
　　　　（　　）ａ　障害を受容していること
　　　　（　　）ｂ　就労に対する意欲があること
　　　　（　　）ｃ　就職先で想定される作業において遂行の見通しが持てること
　　　　（　　）ｄ　作業態度の課題が改善されること
　　　　（　　）ｅ　コミュニケーションの課題が改善されること
　　　　（　　）ｆ　対人態度の課題が改善されること
　　　　（　　）ｇ　職場のルールの理解と行動化の課題が改善されること
　　　　（　　）ｈ　希望する就職先に関する理想と現実のギャップが大きくないこと
　　　　（　　）ｉ　求める支援が明確であること
　　　　（　　）ｊ　障害者対象のサービスを利用することに抵抗が少ないこと
　　　　（　　）ｋ　現行の障害者手帳の利用に前向きであること
　　　　（　　）ｌ　二次障害への対処方法が明確であること
　　　　（　　）ｍ　関係機関の連携体制が整備されること
　　　　（　　）ｎ　生活面での支援の見通しがあること
　　　　（　　）ｏ　その他（



Ⅲ ．平成 19 年度において、貴施設の支援を利用して就職（新規就職・職場定着・復職を含む）した発
達障害のある者について伺います。

　１ ．就職者の人数と、利用期間を月数でご記入ください。利用期間については、複数の場合、最短か
ら最長までの数字をご記入ください　＜例：（10～36）ヶ月）＞。

　２．就職者がどのような仕事に従事しているのか、産業別・職業別に人数をご記入ください。



本人支援について

　３．貴施設を利用して就職した方について、どのような支援が効果的であったか、お聞かせください。

事業所支援について

関係機関の連携等その他について

Ⅳ．貴施設の状況をお聞かせください

　１．貴施設は、次のどれにあたりますか。ア～エの該当するものに○をつけてください

　　　ア　発達障害者支援センター　　イ　就業・生活支援センター　　ウ　雇用支援センター
　　　エ　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　２．貴施設の設立年について、ア～イのいずれかに○をつけてください。
　　また、支援対象障害について、a～e の該当するもの全てに○をつけてください

　（1）　ア　平成 17 年以降の設立である　　イ　平成 17 年より前の設立である 

　（2）　支援対象者の障害は
　　　　　　 a 発達障害　　b 知的障害　 　c 身体障害　　 d 精神障害　　
 　　　　　　e その他の障害（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

　３．貴施設の設置・運営について、a～d の該当するもの全てに○をつけてください

　（1）　設置主体　　　a　都道府県立　 b 市区町村立　c　法人立　　d その他（　　　　　　）
　（2）　運営主体　　　a　公営　　　　 b 事業団　　　c　法人　　　d その他（　　 　　　　）
　（3）　運営形態　　　a　単立　　　 　b 併設　　　　c　その他（　　　　　　　　　　 　　）
　　　　　　　
　４．発達障害の診断について、ア～エの該当するもの全てに○をつけてください。
　　　ア　施設内に診断機関を併設している
　　　イ　施設内に診断可能な体制がある
　　　ウ　診断のために外部の連携機関を有している
　　　エ　診断のために外部の連携機関はない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇨　　裏へ



　５．18 歳以上の発達障害のある者の利用経路について、伺います。
　　　また、該当する利用機関について、a～j の該当するもの全てに○をつけてください。

◇◆◇　ご協力ありがとうございました　　 ◇◆◇

　この調査結果は、平成 21 年 3 月に発行する調査研究報告書で報告する予定です（ホームページから
ダウンロードできます）。
　報告書では、平成 19 年に実施した「発達障害のある青年・成人に関する就業・生活実態調査」並び
に発達障害のあるご本人にご協力いただいたヒアリング結果等の報告もあわせて行います。報告書は、
貴施設宛にお送りさせていただきます。下記に送付先をご記入ください。



　視覚障害その他の理由で活字のままでこの本を利用できない方のために、営利を目的と
する場合を除き、「録音図書」「点字図書」「拡大写本」等を作成することを認めます。 　
その際は下記までご連絡下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害者職業総合センター企画部企画調整室
 電話　０４３－２９７－９０６７
FAX　 ０４３－２９７－９０５７

　なお、視覚障害者の方等でこの報告書（文章のみ）のテキストファイルをご希望される

ときも、ご連絡ください。
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